
令和 8年度 教育計画（学校運営に係る経営方針及び重点目標等） 

枚方市立船橋小学校 

Ⅰ．校区の実態 

船橋小学校は枚方市の北部に位置し、本校区は北東部が京都府八幡市と境を接しながら南西部に

かけて細長く広がっており、中央には金属・化成品・プラスチック製品・薬品・流通業・管工事・放送設

備・精密光学・機械器具製造・食料品製造と、全国でも他に例を見ない異業種企業が集まる「枚方企

業団地」の工場群を抱えている。 

樟葉地区は昭和 30年代後半より京阪電鉄による宅地造成が行われ、昭和 44年には樟葉小学校

から牧野小学校が分離開校した。それ以後も宅地開発に伴う人口増加は進み、昭和 47年には樟葉南

小学校が、昭和 49 年には樟葉西小学校が次々と開設された。中でも樟葉南小学校は、開校以降も毎

年数百名程度の児童数の増加があり、地域住民及び保護者から過密対策への請願が市当局に多数

寄せられ、昭和 53 年に船橋地区の森池に用地を設定して新学校を建設することが決定された。その

後約 10 ヵ月間の工事期間を経て、昭和 54 年 4 月 1 月に 8 地区が樟葉南小学校から分離する形

で、枚方市立 38番目の小学校として船橋小学校が開校することとなった。 

本校は枚方市内を流れる三河川の一つである船橋川右岸沿いにあり、すぐ上流には緑に囲まれた

中の池公園・運動広場がある。船橋川堤防に整備された「桜ロード」は、ジョギングや散歩を楽しむ多く

の人たちが行き交い、様々な動植物が四季の変化を感じさせてくれる。 

現在校区は 15 の町内会及び自治会で構成されており、地域住民の連帯感のもとに地域コミュニテ

ィーが組織され、傘下の各種団体は連携・一体化しながら活発な自主活動を展開している。「地域の学

校」という認識のもとに学校教育への関心は高く、学校・家庭・地域が一体となった取り組みを通して、

青少年の健全育成に積極的である。 

 

Ⅱ．学校経営基本方針 

日本国憲法ならびに教育基本法等の教育法令に基づき、民主的で文化的な社会に貢献する実践力

のある人間の育成に向け、「知」「徳」「体」の調和のとれた児童の育成を目指す。特に「確かな学力」

「豊かな人間性」「健康・体力」の育成に向け「生きる力をなえた児童の育成」をもとに、全教職員の自

覚と協力によって、調和と統一性のある学校経営を行う。 

学習指導要領の趣旨を踏まえ、求められる資質・能力の育成に向けて ICT を効果的に活用し、「個

別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善を推進する。 

また、子どもたちが学ぶ楽しさを感じながら、安全に安心して学校生活が送れるよう学びのセーフティ

ーネットを構築するとともに教育環境を充実させ、学校・家庭・地域・関係機関が一体となった教育活動

の取り組みを推進していく。 

そして、児童の実態（願い・思い）把握、保護者連絡（説明）、学校の情報発信をきめ細かく行い、授

業アンケート、学校教育自己診断アンケート等の結果を踏まえ、児童・保護者・地域の信託に応える教

育を推進する。 



 

Ⅲ．『学校教育目標』 
 

 

 

 

『めざす学校像』 
 

 

 

 

『めざす児童像』 
 

 

 

 

 

『めざす教師像』 
 

 

 

 

 

Ⅳ．教育活動の重点目標 

上記の教育目標を達成し、「めざす学校像」「めざす児童像」「めざす教師像」を追求し実現させるた

めの重点目標を以下に示す。 

① ９年間を見通した教育課程の編成をもとに、子どもたちの確かな学力と自立の力を育む。 

② 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた「学力向上プラン」に取組む。 

③ 「体力向上計画」に基づき「健康・体力」の向上を図る。 

④ 道徳の指導方法や評価のあり方を研究し、道徳的課題を自分ごととして捉えられるように指導する。 

⑤ 「学校いじめ防止基本方針」を活用し、いじめ等のない、許さない心、やさしい集団づくりに取組む。 

⑥ 公開授業・研究協議会の実施・先進校視察等を行い、全教職員の資質と指導力の向上に努める。 

⑦ 生徒指導主担者を中心に、未然防止・即日対応を基本に職員が一体化した生徒指導を行う。 

⑧ インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、「ともに学び、ともに育つ」教育の充実に努める。 

⑨ 家庭・地域と連携し安全・安心な学校運営を推進する。児童自らが危険を回避する力を育成する。 

⑩ 児童の自尊感情（自己肯定感・自己有用感）を育み、自己実現をめざす自立した人間の育成を行う。 

⑪  よりよい学校生活づくりに参画し、社会問題に目を向けた自主的・実践的な態度を育てる。 

 

 

 

 
生きる力をそなえた児童の育成 
〜確かな学力、豊かな人間性、健康・体力〜 

【よく考える子ども】    自分の考えがはっきり表現できるこども 

【仲間を大切にする子ども】     思いやりを持って助け合うこども 

【ねばり強い子ども】    最後までねばり強くがんばるこども 

児童や教職員が 

生き生きとした学校 

確かな学力をつける

学校 

豊かな心と体を 

育む学校 

安心、安全で 

信頼される学校 

【よく考察する教師】    こどもの実態を踏まえて考察する教師 

【つながりを大切にする教師】    チーム学校の意識を大切にする教師 

【ねばり強く伴走する教師】   こどもを信じて伴走する教師 



 

Ⅴ．重点目標達成のための方策 

① 学校運営体制の確立について 

校内各組織の活性化を図り、学校運営の組織的な取組の推進 

令和２年３月に策定された「枚方市教育大綱」及び令和７年１月に見直しが行われた「枚方市教育

振興基本計画」並びに令和８年度の「学校園の管理運営に関する指針」を踏まえ、学校経営方針をも

とに個別課題を明らかにし、推進計画を立て、教職員が教育目標の具現化に取組む。 

責任を明確にした校内組織体制の確立 

校長がリーダーシップを発揮し、地域連携や情報公開、個人情報保護等の情報管理、危機管理等

の課題に的確に対応できるよう担当者を校務分掌に位置づけ、責任を明確にした校内組織体制の確

立を図る。 

 教職員の健康保持と快適な職場環境の形成 

教職員の長時間勤務の縮減に向け、勤務時間および健康の管理を徹底する。 

保護者・地域の信託に応えられる学校運営 

「評価・育成システム」を生かし、教職員の意欲・資質能力の向上を図るとともに、授業アンケート、 

学校教育自己診断アンケート等の結果を踏まえた学校評価を行う。学習指導について 

「生きる力」の育成 

学校教育法及び学習指導要領の趣旨等を踏まえ、「確かな学力」「豊かな人間性」「健康･体力」

のバランスのとれた育成を行う。 

学力の向上と定着 

「全国学力・学習状況調査」「小学生すくすくテスト」等の結果から、児童の学力や学習状況を把

握･分析し、「学力向上プラン」に基づいて学力の向上と定着に繋げる。 

「自主」「協働」「創造」する力を育む 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、「Hirakata授業スタンダード」に基づいた授業改善

を進める 

基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る 

通常の授業・朝の学習・家庭学習等で、自学自習力支援システムや学習指導ツール等を有効に活

用する。また、「家庭学習の手引き」の作成・実践、自学自習ノート、学習コンテンツの活用等、自学自習

力向上の取り組みを推進する。 

個に応じた指導と ICT機器を効果的に活用した指導法を実践・研究 

「できた」「わかった」「やってみよう」等学習の喜びを引き出し、学習意欲の喚起、学習習慣の確立

をめざす。 

 

 



 言語能力、情報活用能力、問題解決能力を育成 

ダブレット端末等の ICT を活用した協働型・双方向型の授業及び個の学びを推進し、「授業アンケ

ート」や「研究授業」を通して授業の検証・改善に役立てる。また、３、４年生の外国語活動、５、６年の外

国語は、外国語専科が担当し、英語によるコミュニケーション能力の育成をめざす。 

読書環境づくりと読書指導の充実 

学校図書館については、「枚方市の学校図書館のあり方について」に基づき、蔵書データベース化 

及びオンライン化機能を活用しながら、司書教諭及び図書担当を中心とした読書環境づくりと読書指 

導の充実を図る。 

②  道徳教育について 

道徳的な心情・判断力を育成 学校の教育活動全般を通じて、道徳的な心情・判断力を育成する。 

年間指導計画を作成 学習指導要領に基づき、重点目標・全体計画および年間指導計画を作成する。 

系統的・断続的に取組を推進 道徳教育推進教師を中心とした指導体制のもと、系統的・断続的に取

組を推進する。 

道徳的行為に関する体験的な学習・言語活動の充実 「道徳の時間」では、指導のねらいに即し問題解

決的な学習、道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れることや言語活動の充実を図る。 

指導方法・評価の研究  指導方法の工夫改善や評価のあり方について研修に取組む。 

公開授業の実施  家庭や地域へ「道徳の時間」の授業公開を行う。 

道徳的な判断力・心情・実践意欲と態度の育成 道徳的諸価値について多面的・多角的に学び、自己

の生き方についての考えを深める学習を行う。 

③  人権教育について 

人権教育を推進 国の関係法令や府の条例等に留意し、府や市の「人権教育基本方針」等に基づき、

計画的･総合的に人権教育を推進する。 

豊かな感性と高い人権意識を醸成・研修の充実 知識の理解にとどまることなく、具体的場面に直面

したときに行動できる態度や、技術・技能を各教職員が持って指導に当たることができるよう研修の充

実を図る。 

お互いを大切にする態度や人格を育成 全体計画及び年間指導計画を作成し、生命の尊さに気付か

せ、学校生活の身近な課題解決をめざす。 

全児童に関わる校内体制の確立 人権全体会を通して子どもたち一人ひとりの状況を全教職員に周

知させ、様々な場面において全教職員が全児童に関わる校内体制の確立をはかる。 

いじめを決して許さない集団づくり 自尊感情を育み、「一人ひとりを大切にし、共に認め合い、共に生

きる」意識を高め、いじめを決して許さない集団づくりに取り組む。 

障がい者理解教育の推進 障がいのある児童の人権を尊重することを基本に、障がい者理解教育を

進める学習活動を系統的に実施する。 

 



児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応 発見・疑いがある場合には市教育委員会、まるっとこども

センター、中央子ども家庭センター等と連携し、迅速且つ適切に対応する。 

人権意識の徹底・共通理解 「体罰」「ハラスメント」等は絶対許されない人権侵害であることを全教

職員が強く自覚する。 

④  体力・運動能力について 

体力・運動能力の向上に取組む 全国体力・運動能力調査をおこない、その分析結果を「体力向上推

進計画」に反映させ、体育・保健に関する指導や環境の改善に役立てる。また、体育的行事（運動会、

マラソン大会）、水泳指導や日常の体育指導において、体力・運動能力向上につながる補助運動等を

取り入れる。 

⑤  健康教育について 

自己管理能力を育てる 養護教諭を中心とした健康教育により、児童が生涯を通して、健康的（食事、

運動、休養・睡眠「健康３原則」）な生活を送られるよう自己管理能力を育てる。 

食育の推進 栄養教諭を中心に食に関する全体計画を推進し、食への関心や理解を深め、子どもたち

が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるようにする。 

安全・衛生管理を徹底 感染症・食中毒の予防や熱中症等の事故防止に努める。 

感染症対策を適切に実施  感染症対策は、「感染源を絶つ」「感染経路を絶つ」「抵抗力を高める」

ことであり、これらを踏まえた取組を教職員、児童が理解し適切に即実施できるようにする。 

食物アレルギーの事故防止 アレルギー疾患を有する児童に対して、「学校における食物アレルギー対

応マニュアル」等を活用し、事故防止に努める。 

環境教育に取り組む Ｓ－ＥＭＳとの関連を図り、環境に関する身近な課題等を通して環境教育に取り

組む。 

学校保健委員会を開催 学校保健委員会を開催し、その活用を図る。 

⑥  生徒指導について 

未然防止、早期発見・早期解決 いじめ、不登校、問題行動等を出さない学級・学年・学校づくりをめざ

すため、家庭や地域、心の教育相談員やスクールカウンセラーなど関係諸機関と連携する。 

一人一人の児童の人格を尊重 個性の伸長を図りながら、社会的資質や能力・態度を育成し、自己実

現への指導･支援を行う。 

いじめのない学校づくりを推進 いじめの未然防止、早期発見・解消については、「学校いじめ防止基

本方針」に基づき、いじめのない学校づくりを推進する。 

児童を真に大切にする教育  「枚方市生徒指導マニュアル（体罰防止編）」等を活用し、体罰を許さ

ない指導体制を確立する。 

不登校の未然防止 日頃から児童の状況を把握し、学級や学校の集団づくりに努め、心の教室相談員・

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーなど専門家と共にチームによる支援体制を整える。 

 



情報モラルを身に付けさせる 携帯電話の校内持込みについては許可制とし、携帯電話・ソーシャルメ

ディア等の危険性を認識させ、情報モラルを身に付けさせる指導を行う。 

児童・保護者に寄り添った支援 全職員がカウンセリングマインドを身につけ、児童・保護者に寄り添っ

た支援を行う。 

習慣の習得  「早寝早起き朝ご飯」と家庭学習の習慣を身に着けさせ、「学校内のルール」に沿った

教育活動を展開する。 

全教職員が児童との信頼関係を築く 正しい児童理解のもと、生徒指導主担者を中心とした生徒指 

導体制により、適切な指導を行う。 

⑦  支援教育について 

支援教育への理解と啓発を推進 児童・教職員・保護者・地域に対し、支援教育への理解と啓発を推

進し、インクルーシブ教育の理念を踏まえた取組みを進め、「ともに学ぶ、ともに育つ」という観点から、

集団づくりの一層の充実をめざす。 

個に応じた支援教育の充実 発達障がいを含む障がいのある全ての児童一人一人の教育的ニーズに

応じた支援教育の充実を図るとともに、自立に向けた効果的な指導･支援を行う。 

合理的配慮の観点を踏まえた支援教育 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を踏ま

え、障がいのある児童及び保護者の意向を受け止め、合意形成をはかり、有効的な ICT 機器の活用

等、合理的配慮の観点を踏まえた支援教育に取組む。 

全校的な支援体制 支援教育コーディネーターを中心に全校的な支援体制のもとで教育活動を行う。 

・支援を必要とする児童に対して、支援学級及び通常の学級での適切な指導方法についての研修・研 

究を深める。 

・支援学級に在籍する児童については、通常の学級担任と十分に連携し、個に応じた指導計画を編成 

するとともに、保護者・医療機関等と連携しながら、個別の指導計画及び教育支援計画を作成し指導 

の充実を図る。 

・通常の学級に在籍する特別支援を必要とする児童の指導にあたっては、校内委員会や人権全体会の 

場で共通理解し、必要に応じて個別の指導計画及び教育支援計画を作成し、全校的な支援体制のも 

とに指導の充実を図る。 

・通常の学級において、ユニバーサルデザインによる授業づくり、学級経営に取組む。 

⑧  校内研究について 

教員一人ひとりの指導力の向上・授業改善 授業研究と研究協議を中心に据えた組織的・計画的な

研修を行い、教員一人ひとりの指導力の向上と「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改

善を進めていく。 

  ・各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点をもったダブレット端末等の ICT機器を効果的に活 

用した指導方法について研修・研究を深める。 

 



【研究主題】 

「安心して自分を出し、自信を持って伝え合う子どもの育成」 

～道徳の授業を通した対話的な学びの場づくり～ 
 

【具体的方策】 

 現在の船橋小の児童の実態から書く力、伝える力、交流する力を育むために、正解がない中で、テーマ

に沿って自分の思いや経験を語ることのできる道徳科を通して、以下の力をつけることを 2本の柱として

研究していく。 

① 自分の意見を言い合える学級づくり 

② 自分の思いを書く力（1年目） 

自分の意見を伝える力（2年目） 

相手の思いを理解しようとする力（3年目） 
 

⑨  安全・安心な学校運営について 

安全管理体制及び連絡体制の点検・確立 危機管理マニュアルの改訂を常時行う。 

・不審者侵入や学校事故・交通事故に対し、安全指導と施設・設備等の安全点検・補修を実施し、 

児童の安全確保及び安全管理に努める。 

・火災・風水害・地震などあらゆる災害に対する防災訓練（避難訓練、等）を実施し、家庭や地域と 

連携した防災体制の充実を図る。 

・安全な生活を送る能力や、様々な危険に適切に対応できる能力を育てる安全教育を行う。 

・「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」に則り、「食物アレルギー対応委員会」が中心と 

なり、食物アレルギーのある児童への対応と支援を行う。 

・交通安全教室や登下校の安全指導等を行い、交通安全指導の充実に努める。 

⑩  「開かれた学校」から「地域とともにある学校」へ 

地域と連携・協働しながら児童の学びの充実 家庭や地域との双方向の交流を積極的に進めるととも

に、地域と連携・協働しながら児童の学びの充実に努める。 

情報公開を積極的に推進 ・学校の情報発信（ブログ・学校だより（校長通信）、メール配信等）に努

め学校運営の透明性を確保する。 

学校運営の改善 授業アンケート及び学校教育自己診断の結果を公表し、学校運営の改善を図る。 

・学校運営協議会による評価を受けて学校改革を推進する。 

・地域人材の積極的な活用に努めながら、特色ある教育、特色ある学校づくりを推進する。 

・家庭や地域と連携した教育活動の推進及び児童の健全育成を図る。 

・コミュニティー・スクールの充実など学校運営に地域や保護者が参画する体制の構築に努める。 

・学校行事及び地域行事を通して、子どもを中心に学校・家庭・地域が一体となった取組による児童 

の健全育成を図る。 


